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Ⅰ．組織概要

１．組織

　　（１）事業所名および代表者名

株式会社　クリーン・ダストマン
代表取締役　溝　口　稔　英

　　（２）所在地

〒467-0064　名古屋市瑞穂区弥富通1丁目39番地の1

　　（３）環境管理責任者氏名及び担当連絡先

責任者
担当者

　　（４）事業内容

ビルメンテナンス事業（ハウスクリーニング、水廻り点検・修理、
貯水槽清掃、設備管理、害虫駆除防除）

　　（５）事業の規模

法人設立年月日 ：　平成４年３月１３日
資本金 ：　２，０００万円
売上高 ：　1億8千万円（２０２２年度実績）
工事件数 ：　　１００件（２０２２年度実績）
従業員数 ：　　　　　58　名　（令和5年7月現在）
延べ床面積 ：　　　　３３０　㎡

　　（６）事業年度

８月～７月

２．認証・登録の対象組織・活動

対象組織　： 株式会社クリーン・ダストマン
対象活動　： 全組織・全活動を対象とする。

３.保有車両
トラック（２ｔ） １台
商用車バン ２台
軽自動車バン １台
営業車 ３台

総務部 溝口里枝
  ＥＡ21事務局

              ＴＥＬ　０５２－８３５－２３３９

E-mail　info@cdustman.com

1



４.許可関係

許可登録番号 許可年月日 許可の期限

愛知県 第 023001111189 2020.1.7 2024.11.30.

20総　第2号 2020.2.22 2026.2.21.

18貯　第3号 2018.6.8. 2024.6.7.

21ね　第2号 2021.8.12. 2027.8.11.

(般-2)第107708号 2020.10.5 2025.10.4

名古屋市 エコ事業認定証 認証番号　00956 2020.7.27 2023.7.31

名古屋市 なごやSDGｓグリーンパートナーズ 認定番号　00286 2021.10.29 2026.10.31
認定優良エコ事業所

一般財団
法人
医療関連
サービス
振興会

Ｇ（9）-1906230736 2022.6.1 2025.5.31.

注1：許可関係は環境活動レポート発行日時点の情報で記載。

①：実績なし（基本は自社排出物の収集運搬のみ）
②：実績なし

許可及び登録の内容

　①産業廃棄物収集運搬業
　積替え・保管を除く。

廃酸（水銀含有ばいじん等含む。）、廃アル
カリ（水銀含有ばいじん等含む。)、廃プラス
チック類（自動車等破砕物及び石綿含有産
業廃棄物を除く。）、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残さ、金属くず（自動車等破
砕物を除く。）、ガラスくず・コンクリートくず
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じ
たものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破
砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）、
がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。）

以上　10品目(水銀使用製品産業廃棄物を
含む）

　建築物環境衛生総合管理業

　建築物飲料水貯水槽清掃業

　建築物ねずみ昆虫等防除業

②　一般建築業
大工工事業、菅工事業、内装仕上工事業

　医療関連サービスマーク認定
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Ⅱ．実施体制

専務　　溝口幹浩

　部門長　溝口幹浩

　・全従業員の作業状況を確認
　・部門長とのヒアリングをし円滑に現場が機能しているかの確認
　・ＰＤＣＡが適正に機能しているか確認

　・定期的に数量、重量等のチェックを従業員に指示し、上がってききた
　数値を取りまとめ、事務局に報告する。

　・従業員のチェック作業の有無を定期的に確認する。

　・廃棄物の数量・重量等のチェック。
　・従業員への目標活動内容の決定、教育、周知、報告する。

部門長

AE21事務局

環境管理責任者

代表者

専務

《　環境経営システムの役割と責任　》

4　名

ビルメンテナンス

　・環境方針、環境目標を理解し、環境への取組みの重要性を自覚。
　・自主的、積極的に環境活動へ参加。

　・環境経営システムの構築及び運用管理
　・環境活動の取組結果を経営責任者へ報告
　・外部からの苦情・要望対応責任

　・環境経営に関する統括責任

　・環境活動レポート案の作成

　・環境方針の策定

全従業員

代表取締役　溝 口 稔 英

　・環境目標及び環境活動計画の承認
　・環境管理責任者の任命
　・環境活動に必要な資源の確保
　・環境経営システム全体の評価及び見直し
　・環境活動計画兼管理表の承認

部門長　溝口里枝
3　名

ＥＡ２１　事務局 

　代　表　者

48名

　 環境管理責任者
総務部　溝 口 里枝

総務部 業務部
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《経営理念》

１．私たちは、社員の幸せを願い、心と心のつながりと信頼関係を大切にし、感謝と一人

　　一人の尊重を常とし、夢を託せる企業を目指します。

２．私たちは、お客様の幸せを願い、チャレンジ精神と共に、永続的付加価値と顧客感動を

　　追求し、一生利用、信頼される企業を目指します。

３．私たちは、社会の幸せを願い、清潔、便利、安心、健康を通じて、地域環境社会に快適

　　とやすらぎを与える企業を目指します。

《環境経営方針》

　　当社は経営理念に基づき、清掃全般並びにビルメンテナンス事業活動において、環境に

影響する業務があることを認識し、低炭素社会をの実現をめざし環境経営システムを定期的

かつ持続的に維持、改善を行い、地域環境社会に寄与すべく自主的、積極的に環境経営の

ステップアップを実践します。

１．環境関連法規則や当社が約束したその他の要求事項を遵守します。

２．次の事項について環境目標・環境活動計画を定め実施します。

　　①省エネルギーに取り組み、二酸化炭素の排出量を削減します。（環境目標１．２．３．４）

　　②分別の徹底・リサイクルの推進に努め、廃棄物排出量を削減します。（環境目標５）

　　③節水に努め水の使用量を削減します。（環境目標６）

　　④化学物質の使用量を把握して適切に管理します。（環境目標７）

　　⑤環境に配慮した作業の実施に努めます。（環境目標８）

　　⑥社会貢献活動を積極的に行います。（環境目標９）

３．本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日 平成30年7月1日

改定日 令和　4年８月１日

株式会社クリーン・ダストマン

代表取締役　溝　口　稔　英

Ⅲ．環境経営方針
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Ⅳ．環境経営目標　令和4年度から令和6年度（2022年度から2024年度）

過去実績等をベースに新たに短・中期目標を定めた

令和4年度：令和4年8月～令和5年7月（2022年8月1日～2023年7月31日）

基準年

5年平均

(H29.8~R4.7)

基準 基準比▲1% 基準比▲2% 基準比▲3%

毎月 1回/月

（回） 12回

1．電力事業者調整後出係数　　0.379kg-CO2/kWh（令和2年度中部電力ミライズ）

5．産業廃棄物の排出は稀で、排出の際は実績値を把握し適性処理している為、目標化しない。

９．地域貢献活動
1回/月以上

12回以上

７.化学物質の把握及び管理 - ― 実績の把握と適正管理

８.環境配慮：顧客からのク

レームゼロを目指す
- 10 クレームゼロを目指す

６．水使用量削減 ㎥ 698 691 684 677

５．一般廃棄物排出量削減 kg 600 594 588 582

４．二酸化炭素総排出量 kgCO2 23,607 23,371 23,135 22,899

３．軽油使用量削減 L 1,503 1,488 1,473 1,458

14,213

２．ｶﾞｿﾘﾝ使用量削減 L 6,113 6,052 5,991 5,930

項　　目 単　位
令和4年度

（2022年）

令和5年度

（2023年）

令和6年度

（2024年）

１．電力使用量削減 kWh 14,653 14,506 14,360
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Ⅴ．環境経営計画

責任者

代表者

業務部

総務部

総務部

代表者

総務部

業務部

７．化学物質の把握と管理 業務部

・お客様からのクレームの削減を目指す。 業務部

・お客様からのｺﾒﾝﾄ（苦情･賛辞）の適切なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの実施

　歩道のゴミ拾いを中心とした清掃活動をする。

６．水使用量の削減 　・節水の掲示（注意喚起）を促す。

　・機材・用品洗浄の効率化を図る。

9．地域貢献活動

8．環境配慮：顧客からのクレー
ムゼロを目指す

５．一般廃棄物排出量の削減 　・廃棄物の分別を徹底し、資源化（リサイクル）する。

　・本社内各所に分別ボックスを設置する。

　・作業現場のルールを遵守する。

　・エコドライブ１０か条の遵守

４．二酸化炭素排出量の削減 　・上記1～２の活動による。

２．３．燃料使用量の削減 　・走行距離と燃費の関係をチェックする。

　・点検整備をし、車両を維持する。

　・定期的に空気圧をチェックする。

　・エアコンの設定温度は、冷房28℃、暖房20℃とする。

　・本社照明のLED化を検討する。

　・顧客先での省エネに努める。

取組項目 具体的活動内容

１．電力使用量の削減 　・照明器具は、不要な点灯をなくし、昼休みは消灯する。

総務部

　・社員退社後、不要な照明を消灯する。

　・PCの省電力モードを有効に利用し使用後は電源を切断

業務部

業務部

業務部

 ・毎月一回本社北側の歩道約東西300Ⅿの植え込み及び

　・保管管理をしっかり行う。（在庫管理及びSDS表管理）

　 する。
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Ⅵ．実績

運用期間の目標と実績

運用期間：令和4年度：令和4年8月～令和5年7月（2022年8月1日～2023年7月31日）

目標 実績 % ○△✕

毎月 1回/月

（回） 12回

1．電力事業者調整後出係数　　0.379kg-CO2/kWh（令和2年度中部電力ミライズ）

8.　環境配慮の観点からクレームを減らすことが脱炭素化につながる

達成率％＝目標値/実績値

※評価：　100％以上〇、90％以上△、90％未満×

９．地域貢献活動
1回/月以上

12回以上

８.環境配慮：ｸﾚｰﾑの件数を

減らす
件 10

７.化学物質の把握及び管理 - 把握と適正管理 把握と適正管理 － ◯

６．水使用量削減 ㎥ 691 594 116% ◯

５．一般廃棄物排出量削減 kg 594 321 185% ◯

４．二酸化炭素総排出量 kgCO2 23,371 21,430 109% ◯

３．軽油使用量削減 L 1,488 1,422 105% ◯

２．ｶﾞｿﾘﾝ使用量削減 L 6,052 5,602 108% ◯

１．電力使用量削減 kWh 14,506 12,573 115% ◯

項　　目 単　位
令和4年度

（2022年）

令和4年度

（2022年）
目標達成率 評価
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Ⅶ．環境経営計画の取りくみ結果とその評価、今後の取り組み

１．電力使用量の削減
　・照明器具は、不要な点灯をなくし、昼休
みは消灯する。

△ 変更
･昼休みに消灯する事は難しく使用してい
ない部屋での消灯は徹底する

　・社員退社後、不要な照明を消灯する。 〇 継続 ・継続して活動する

　・PCの省電力モードを有効に利用し使
用していないPCは電源OFFにする。

〇 継続 ・継続して活動する

　・エアコンの設定温度は、冷房28℃、
暖房20℃とする。

△ 継続
・継続して活動する。衣服や作業服な
どを工夫し個々に体温調節をする工
夫をする

　・本社照明のLED化する。 〇 継続 ・大部分の照明をLEDに変更した。

　・室内蛍光灯をLED電球に変更予定 〇 継続 ・残りの蛍光灯もLEDに変更する。

　・顧客先での省エネに努める。 〇 継続 ・継続して活動する。

２．３．ガソリン使用量の 　・走行距離と燃費の関係をチェックする。 〇 継続

　　削減 　・点検整備をし、車両を維持する。 〇 継続

　・定期的にタイヤの空気圧を点検する 〇 継続

４．二酸化炭素排出量
　　削減 　・上記1～３の活動による。 ・排出量の削減を目指す

５．一般廃棄物排出量の
削減

　・廃棄物の分別を徹底し、資源化（リサ
イクル）する。

〇 継続

　・本社内各所に分別ボックスを設置する。 〇 継続 ・継続して活動する。

　・作業現場のルールを遵守する。 〇 継続

６．水の使用量削減 　・節水の掲示（注意喚起）を促す。

　・機材・用品洗浄の効率化を図る。

7.化学物質の把握・管理

継続 継続

・今後も積極的に取り入れていきたい。

追加

9．地域貢献活動 ・目標の月1回を日程に落とし込むこと 継続 カレンダーに日程を落とし込み

により実施する。 確実に実施したい。

・作業状況を周知していく △ 継続 ・SNSなどを使い周知していく。

その他：.産業廃棄物に関してはなし

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境目標項目

使用薬品のＳＤＳを確認し、・SDS表をも
とにPRTR法該当する薬品の把握及び
管理をする

8.環境配慮：顧客からの
クレームゼロを目指す

・報告書、マニュアルを作成し同じク
レームが起こらない様にする。

具体的な活動内容 評価
今後の環境活動

計画への追加・変更・継続等

継続

・継続して活動する。

〇 継続 ・継続して活動する。

〇 継続 ・継続して活動する

３．軽油使用量の削減 　・エコドライブ１０か条の遵守
◯

継続

〇

・クレームにより再度作業をするなどの
行動を起こすことにより二酸化炭素排

出量が増える事につながる為、クレーム
がないように努めて作業・行動する・

・お客様からのｺﾒﾝﾄ（苦情･賛辞）の適
切なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの実施。

△

〇

〇
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Ⅷ.環境関連法規の遵守状況の確認と結果

適用法規 該当設備施設事項等 遵守状況

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

PCリサイクル法 パソコン 〇

家電リサイクル法 ﾃﾚﾋﾞ・ｴｱｺﾝ・冷蔵庫洗濯機 〇

自動車リサイクル法 ダイナ平ボディ 〇

フロン排出抑制法 業務用エアコン 〇

〇

〇

道路運送車両法 運送車両 〇

自動車NOX・PM法 塵芥車台・ダンプ車台 〇

委託業務該当施設 〇

委託業務該当施設 〇

委託業務該当施設（特定
建築物） 〇

労働安全法 高所作業車運転技能講習 〇

職業能力開発促進法 当社社員 〇

遵守確認：5年10月25日

法規の要求事項

産業廃棄物収集運搬業
廃棄物の処理及び清掃
に関する法律14条第一
項

名古屋市産業廃棄物等
の適正な処理及び資源
化の促進に関する条例

一般廃棄物産業廃棄物

産業廃棄物

許可業者への委託・処理

保管場所表示、保管基準の順守、処分業者との委託契約

マニフェストの交付・回収管理（排出者：A,B2,D,E、運搬業
C2）

産業廃棄物管理票交付状況等報告書(毎年度6月、知事へ)

収集運搬基準の遵守(車両への表示、許可証・管理票携帯、

飛散、流出、悪臭、騒音、振動に関する生活環境保全)

収集運搬業許可証の更新

産業廃棄物処分業者の定期的な確認（1回/年)

長期使用、廃棄時適正処理

買換時リサイクル料負担、適正処理

車検又は買換時リサイクル料負担、適正処理

簡易点検の実施、記録保存

廃棄時適正処理

委託確認書、引取証明書の保存（3年間）

車検

車検時検査

防除作業監督者
貯水槽清掃作業監督

者
建築物飲料貯水槽清

掃業登録
建築物環境衛生総合

管理業登録
建築物ネズミ昆虫等
防除登録（第12条の2

第一項）

空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆
虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに
必要な措置について定める。（空気環境測定・害虫駆除）

建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定め
ることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を
図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資すること

特定建築物の給水施設で水質管理の実施。（6か月に1回）

高所作業を行う場所でフルハーネス型の墜落制止器具を
用いて作業を行う人は特別教育の受講と修了が義務付け
られた。

ビルクリーニング技能士の資格を取得

水道法水質基準に関
する省令

簡易専用水道・小規模貯
水槽水道・貯水槽および

１０ｔを超える 給水設備の設置者は年に１回以上の貯水槽
清掃・水質検査等の管理。１０ｔを超えない小規模貯水槽の
清掃・水質検査の管理。

〇

委託業務該当施設 水質検査項目16項目（6か月に一回実施） 〇
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Ⅸ.代表者による全体の評価と見直し、指示の結果

全体の評価とコメント

評価 コメント

1 環境関連法規等の遵守状況 遵守できている ー

2 環境経営目標の達成状況
削減目標に対して改善されて
いる

常に、実態に合った目標値の設定を
行うよう心掛ける

3 環境経営計画の実施状況
取組項目達成における計画は
適切であった

実態を確認し、必要に応じ、再徹底
や見直しを行う

4 取組状況の確認・評価
評価の△になってしまった所に
関しての原因追求をして行きた
い

不要照明の消灯などは徹底する。
軽油使用量削減に関しては、車両運
行計画を充実させたい

5 問題点の是正・予防処置
問題点について、どの経緯で
問題が発生しているかの究明
をグループ内で行う

一人の目ではなく複眼で問題点を見
つめる体制を取っていく

6
外部からの苦情及び対応の
結果

総務部が受付、顧客対応する
仕組みは適切に機能している。

お客様はどんな人で何を求めている
かを考え、お客様、お一人お一人に
寄り添った形で対応する

見直しの必要性と代表者の指示

項目 見直しの必要性 指示

1 環境経営方針
今の所変更することは無い
継続する

弊社スタッフに対しては意識付けを
さらに深める施策を考えたい例えば
掲示物を用意して目につくところに
張り出し意識を高める

2 環境経営目標

継続する
但し達成できなかった部分は
元より達成率が高く甘いと感じ
たところを精査する

一人ではなくグループで考えてもらう

3 環境経営計画

継続する
但しグループでの複眼視点で
多事項を抽出しそこから厳選し
て行く

リーダーにリーダーシップを発揮して
もらい複数の意見を出してもらうこと

4 実施体制
現在の体制で基本的には機能
している。
継続する

但し、さらに活動を充実させるべく、
新人から1名と一般社員から1名を環
境担当とする

評価事項
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